
市民 市民以外 営利 市民以外 営利

テーブル 30台 5,400 8,400

イス   90脚 内

冬期加算料 (1,880) (2,400) (2,400)

テーブル 16台 2,430 3,780

イス   48脚 内

冬期加算料 (840) (1,080) (1,080)

テーブル 10台 2,340 3,640

イス   30脚 内

冬期加算料 (800) (1,040) (1,040)

テーブル 08台 1,620 2,520

イス   24脚 内

冬期加算料 (560) (720) (720)

テーブル 12台 2,430 3,780

イス   36脚 内

冬期加算料 (840) (1,080) (1,080)

※テーブル（180×60）1台に3人掛けを基本にしています。

※多目的ホールＡとＢは通しで利用可能です。（学校形式で120名程度まで）

※会議室Ａと会議室Ｂについてはマイクの使用はできません。

（岩見沢市コミュニティプラザ指定管理者）

株式会社はまなすインフォメーション 0126-25-8014

※岩見沢市コミュニティプラザ条例第17条により指定管理者として、

コミュニティプラザの利用に係る料金の徴収を行っています。

2026.4.1改定

会議室B 36名程度 1,050 1,350 2,700
1,890

1,260
会議室A 24名程度 700 900 1,800

多目的ホールB 48名程度 1,050

多目的ホールC 30名程度 1,000 1,300 2,600
1,800

市民
室名

対応人数

（学校形式）
テーブル数等

1時間 1時間

多目的ホールA 90名程度 2,350 3,000 6,000
4,230

岩見沢市コミュニティプラザ 施設使用料一覧

貸室区分
夏期施設使用料

（5月1日～10月31日）

冬期施設使用料

（11月1日～4月30日）

（単位：円/税込み）

1,350 2,700
1,890



単位

1式

1本

1本

1本

1本

1口

1台

1式

1式

（岩見沢市コミュニティプラザ指定管理者）

株式会社はまなすインフォメーション 0126-25-8014

※岩見沢市コミュニティプラザ条例第17条により指定管理者として、

コミュニティプラザの利用に係る料金の徴収を行っています。

2019.10.1改定

プロジェクター 3,300

110インチプロジェクター 3,850 多目的ホールC備付

32インチモニター 530

電源使用料 530 持込PC等で電源が必要な場合にかかります

ホワイトボード 210

マイクスタンド 100 卓上型・床上型

ダイナミックマイク 310 有線・無線・ポータブル

ピンマイク 310

放送基本設備 2,200 多目的ホールAのみ

岩見沢市コミュニティプラザ2F 備付物件使用料一覧

（単位：円/税込み）

備品名 使用料 備考


